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 《雇用‐052》 

1  高年齢再就職給付金は①     （その受給資

格に係る離職の日における算定基礎期間が②  以

上あり、 かつ、…〔略〕…支給する。ただし、次の各

  号のいずれかに該当するときは、支給されない。 

(1)当該職業に就いた日（以下、「就職日」という）

の前日における支給残日数が、⑧      で

あるとき。 

(2) 〔略〕。 

（法 61 条の 2） 

2 以降 〔略〕 

（解答 ① → 受給資格者） 

解答 ② → 5年 

解答 ⑧ → 100日未満 
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1 〔略〕 

2 雇用保険法第 61 条の 2 第 1 項は、「高年齢再就

職給付金は、受給資格者（その受給資格に係る離

職の日における第 22 条第 3 項の規定による算定基

礎期間が  Ｄ  以上であり、かつ、…〔略〕…

支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、この限りでない。 

一 当該職業に就いた日（次項において「就職日」と

いう。）の前日における支給残日数が、 Ｅ  未

満であるとき。 

二 〔略〕 

解答 Ｄ → ⑲5年 

解答 Ｅ → ⑪100日


